
大手食品　株式会社

岐阜県岐阜市・・・

田中　太郎

タナカ　タロウ

岐阜県岐阜市・・・

○○生命保険㈱

○○生命保険㈱

終身

養老

終身

10年 田中　太郎

田中　洋子田中　太郎

田中　太郎

25,000

80,000

25,000

80,000

22,500

45,000

40,000

45,000

○○生命保険㈱ 介護 20年 田中　太郎 田中　洋子 120,000

120,000 40,000

○○生命保険㈱

○○生命保険㈱

▲年金

▲年金

30年

30年

田中　太郎

田中　太郎

田中　太郎 田中　太郎

田中　洋子

2047　 12　 1

2047　 12　 1
90,000

30,000

90,000

30,000

40,000

27,500

40,000

40,000

120,000

××火災㈱

××火災㈱

地震(建物)

積立傷害

5年

12年

田中　太郎

田中　太郎

田中　太郎

田中　太郎

42,000

14,800

42,000

14,800

42,000 12,400

50,000

国民年金 日本年金機構 田中　祥平 120,000

120,000

120,000

記載例Ⓒ

０１２３４５６７８９１０１

120,000

「イ」

「ロ」

「ハ」

「ニ」



【保険料控除申告書】各項⽬解説（記載が必要になる条件） 

 

名称 解説 添付書類 
⽣命保険料
控除 
 
→記載例Ⓒの
「イ」へ記入 

・一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛け⾦で本人が支
払ったものであり、その保険料は「⼀般」「介護」「個⼈年⾦」に区分される。
最高で12万円の控除を受けることが可能※(図１)参照 
・保険⾦の受取⼈は、所得者本⼈⼜は配偶者や親族だけであるか(個⼈
年⾦保険料については親族を除く) 
【注意事項】 
・本人自身が支払ったものであるか 
・本年中に⽀払ったものか※前納保険料については「前納保険料の総額」
×「前納保険料に係る本年中に到来する払込期⽇の回数」÷「前納保険
料に係る払込期⽇の総回数」で算出した⾦額 
・剰余⾦の分配や割戻⾦の割戻しを受けている場合、⽀払った保険料の合
計額からその剰余⾦等の⾦額を差し引いた⾦額が控除の対象となる⾦額 

・⽣命保険料控除
証明書 

地震保険料
控除 
→記載例Ⓒの
「ロ」へ記入 

・所得者本人が支払ったものに限る 
・H18.12.31までに締結した⻑期損害保険契約等（旧⻑期損害保険契
約）に係る保険料⼜は掛け⾦を⽀払った場合にも、⼀定の⾦額について地
震保険料控除の対象となる⾦額に含めることが可能 
・同じハガキ内に「地震保険料」と「旧⻑期保険料」が 2段書きになっている
場合（同一契約に 2種類含まれている場合）はどちらか一方のみ使用可
能 

・地震保険料控除
証明書 

社会保険料
控除 
→記載例Ⓒ
の 「ハ」に記
入 

・所得者本人が支払ったものに限る 
・該当する例として国⺠健康保険、国⺠年⾦保険（その他対象となる社
会 保 険 料 の 詳 細 に つ い て は 国 税 庁 HP
「 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s
hotoku/1130.htm 」をご確認ください 
※給料または年⾦から控除されたものについては記載不可 

・社会保険料（国
⺠年⾦保険料）控
除証明書 
・国⺠健康保険料
の納付書類（領収
証）等 

小規模企業
共済等掛⾦
控除→記載
例Ⓒの「ニ」
へ記入 

・掛⾦には①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払ってい
るものなどがあり、その全額が控除可能 

・小規模企業共済
掛⾦控除証明書 

住宅借⼊⾦
控除等特別
控除 

・H28〜R6年に住宅借⼊⾦等特別控除を受けられた方について提出必
須 
・⾦融機関から届く「住宅取得資⾦に係る借⼊⾦の年末残⾼等証明書」を
⼀緒に提出※調書⽅式を採⽤している場合は不要 
・調書⽅式を適⽤し、交付⽅法を電⼦とした場合は毎年 11⽉中旬にマイ
ナポータルへ控除証明書が格納されるため、ログイン後して印刷して提出 
・書⾯交付の場合は、住宅借⼊⾦特別控除の申告の翌年 11⽉下旬頃
に控除証明書が一括で郵送されてくる 
・電⼦交付から書⾯交付に変更したい、書⾯交付された控除証明書を紛
失した場合は税務署に申請書(図2)を提出する 

・住宅借⼊⾦等特
別控除申告書 
・住宅取得資⾦に
係る借⼊⾦の年末
残高証明書 

※「イ」については「計算式ⅠⅡ」を、「ロ」については記載欄下部を参照し控除額を算出する 

【図１】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図2】 
 
 
 

国税庁HPより 
https://www.nta.go.jp/
taxes/tetsuzuki/shinsei
/annai/shinkoku/annai
/36.htm 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s
https://www.nta.go.jp/

